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27後第1148号
平成28年2月1

2

1 |

島牧郡島牧村字泊83-1

島牧村長
藤澤克 殿

後志森林管理署長 印

国有林野使用許 ロI
聿
冨

平成27年12月22日付けで申請のあった当署所管の|玉l有林野の使用については、国有財産法（昭和
23年法律第73号）第18条第6項及び第19条の規定に雄づき、下記の条件を付して許可する。

なお、本許可についてﾉド服があるときは、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）の定めるとこ
ろにより、本許可があったことを知った円の翌日から起算して60R以内に北海道森林管躍局長（許可者

が森林管理局長にあっては、林野庁長官）に対して蒋査請求を寸一ることができる。

また、行政事件訴訟法（昭和37年法律第1 39号）の定めるところにより、この許可があったことを
知った日の翌日から起算して6月以内に、国（法務大阪）を被告として処分取椚しの訴えを提起すること

ができる。ただし、審査請求をした場合には、その聯査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して6月以内とする。

」

！｛Ｌ
言
、

（使用許可物件）

第1条使用を許可する物件（以下

（1） 所在地 島牧郡島牧村賀老（1）所在地 島牧郡島牧村賀老

｢使用許可物件」という。）は、次のとおりとする。

後志森林管理料3392ろ・は・に、 3393ろ、 33〔
3397い・ろ、 3398い・ろ・イ

後志森林管理料3392ろ・は・に、 3393ろ、 3396ほ．と・イ
3397い・ろ、 3398い・ろ・イ林小班

（2） 面積 3481 16 ha

（指定用途）

第2条使用を許可された者（以下「事業者｜ という。）は、使用許側I物件を国有林野使用許可申請書に
記載した使用目的及び当該申請書に添付した利用計画に基づき、次に掲げる用途に向ら使用しなければ
ならない。

面 積用 途途 lili 積用
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計 34.81 16ha

2事業者は、使用許可物件を次に掲げる用に使川してはならない。

（1）風俗営業等の規制及び業務の適IE化等に関する法律（昭和23年法律第122号･)第2条第1項に規定す
る風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する
暴力団（以下、 「暴力団」 という。）その他の法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体
等であることが指定されている者の事務所その他これに類する施設の用

(3)公の秩序又は善良の風俗に反する目的その他近隣住民の迷惑となる卜I的のjll

3事業者は、やむを得ない事情により第1項に定める用途又は次条に定める期uを変災しようとすると
きは、あらかじめ、変更する理由、変更後の用途又は期日を記載した書面を森林管理署長に提附し、そ

の承認を受けなければならない。

（指定期|÷1）

第3条事業者は、使用許可物件を平成28年2月5日までに前条第1項に定める用途に供さなければな
らない。

（使用許可期間）

第4条使用を許可する期間（以「「使用許可期間」という。）は、平成28<|:2J]5uから平成28年
4月20口までの76H間とする。

2事業者は、前項の使用許可期間の更新を受けようとするときには、使用許nI期間が満rする|]の2カ
月前までに書面をもって森林管蝿署長に申請しなければならない。

（使用許可期間の更新の制限）

第5条森林管理署長は、前条第2項の定めにより使用許口I期間の更新申請があった場合において、事業
者が次の各号に該当する場合にはこれを許可しないものとする。
（1） 国有林野若しくはその産物の売り払い代金又は国有.林野の貸付料済しくは使用料を滞納している場










